
消費者の

窓
急増する
インターネットのトラブル

消費生活相談（電話相談可）
毎週月～金曜日 10:00～12:00、13:00～16:00

問市民相談室 ☎424-9116 

【相談】
　インターネットでいろいろなサイ
トを見ていたところ、「動画サイト」
を見つけました。動画をダウンロー
ドしたところ請求画面が消えなくな
りました。お金を払わなければなら
ないのでしょうか。
【回答】
　インターネット契約は、事業者の
誘いや、操作ミスなどで自分の思っ
てもいない契約をしてしまうことが
あります。そのため、消費者と事業
者とがインターネットなどで行う取
引について、契約申込の画面である
ことを明示し、申込みや承諾をした
あと、事業者は消費者に再度確認を
求めることが必要であると法律で規
定しています。
　今回の画面は購入画面を明示して
いないことから、契約の無効を主張
することができると思われます。ま
た、クリックだけで個人情報が知ら
れることはほとんどありません。事

業者に連絡をすると逆に個人情報を
聞き取られてしまう危険性もありま
す。むやみに事業者へ連絡しないよ
うにしましょう。
【一口メモ】
　インターネット上には正規のサイ
トのように装い、個人情報やカード
情報を入力させるフィッシング詐欺
や、個人情報をインターネット上に
公開させるコンピューターウイルス
に感染させるサイトなど、危険なサ
イトがたくさんあります。怪しいサ
イトにはアクセスしないようにしま
しょう。
　何か心配なことや困ったことがあ
りましたら、消費生活センターま
でご連絡ください。また、IPA（独
立行政法人情報処理推進機構）の
ホームページ（http://www.ipa.
go.jp）でも様々な情報セキュリ
ティに関する情報が記載されていま
す。日頃からこれらの情報をチェッ
クするようにしましょう。

性にとらわれない
コミュニケーション

男女共同参画
わこうプラン推進委員だより わこうプラン推進委員

倉持　裕太

このコラムは市民であるプラン推進委員が、男女共同参画わこうプランの基本理念
に基づき、男女共同参画を推進するための啓発活動の一環として執筆しています。

人権文化課　☎424-9088

　私は現在コピーライター講座に
通っています。コピーライターとは
一言で言うと、看板広告など広告全
般のキャッチコピー、言葉を考える
職業です。
　広告は『コミュニケーション』と
いえます。広告にはその情報の受け
取り手である相手が想定されてい
て、その受け取り手が広告の情報に
よって商品を購買したり、何かの行
動に移すのです。誰かがメッセージ
を発信し、それにより誰かが反応を
する。これは日常会話と似たコミュ
ニケーションと言えるのではないで
しょうか。
　広告のコミュニケーションと日常

会話の違いは「相手」の明確さにあり
ます。日常会話で自分がどの相手と
話しているかわからないことなどま
ずありません。しかし、自分の目の前
にいる人と話すとき、私たちはその
人自身をちゃんと見ているでしょう
か。この人は「男だから○○」、「女だ
から△△」、そんな先入観を通して見
ていることはありませんか。だから
時には「男のくせに」、「女のくせに」と
も思ってしまう。性別による先入観
のせいでコミュニケーション・エラー
が起きたり、相手を傷つけたりして
いるかもしれません。良い人間関係
を維持するためにも、その人自身を
見ることを心がけたいものです。

No.173

『男女共同参画苦情等処理窓口をご利用ください!』
「市の男女共同参画推進施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策への苦情」
や「セクハラや男女共同参画を阻害する人権侵害の相談」をお受けします。

和光さんぽ
ふるさと
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現
在
、市
内
で
生
産
さ
れ
た
物
資
を
様
々

な
地
域
へ
運
ぶ
、
又
は
市
民
の
生
活
や
生

産
に
必
要
な
品
物
を
全
国
か
ら
運
ぶ
手
段

は
自
動
車
輸
送
が
中
心
で
す
。
し
か
し
、

大
正
時
代
ま
で
は
馬
車
や
人
力
、
そ
し
て

舟
運
が
物
資
の
輸
送
手
段
で
し
た
。

　

市
域
で
は「
荒
川
」と「
新
河
岸
川
」が
舟

運
の
重
要
な
交
通
路
だ
っ
た
こ
と
を
ご
存

じ
で
し
た
か
?

　
「
新
河
岸
川
」は
現
在
、「
荒
川
」に
平
行

す
る
形
で
下
流
ま
で
流
れ
て
い
ま
す
が
、

大
正
年
間
に
改
修
工
事
が
な
さ
れ
る
ま
で

は
市
域
の
北
端
で「
荒
川
」に
合
流
し
て
い

た
そ
う
で
す
。

　
「
荒
川
」や「
新
河
岸
川
」を
利
用
す
る
舟

の
各
発
着
場
に
は
河
岸
が
設
け
ら
れ
、
市

域
で
は
江
戸
中
期
頃
に「
芝
宮
河
岸
」（
当

時
・
下
新
倉
村
）が
、
江
戸
末
期
に「
新
倉

河
岸
」（
当
時
・
上
新
倉
村
）が
設
け
ら
れ

ま
し
た
。「
新
倉
河
岸
」の
西
端
に
は「
大

根
河
岸
」と
呼
ば
れ
た
場
所
が
あ
り
、
農

家
か
ら
出
荷
さ
れ
た
野
菜
は
こ
こ
で
船
積
み

さ
れ
、東
京
方
面
へ
運
ば
れ
た
そ
う
で
す
。

　

当
時
、
二
つ
の
河
岸
と
市
域
台
地
へ
り

に
あ
る
村
と
の
間
に
は
広
大
な
水
田
が
展

開
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
各
村
の
人
々
は
出

荷
、
又
は
仕
入
れ
の
た
め
に
物
資
を
運
搬

す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
水
田
の
中
を

走
る
一
本
道
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
れ
が「
河
岸
道
」で
す
。

　

明
治
前
期
の「
武
蔵
国
新
座
郡
下
新
倉
村

地
誌
」に
よ
る
と「
芝
宮
河
岸
道
」は
白
子
宿

か
ら
台
地
下
を
通
っ
て
吹
上
へ
、
そ
こ
か

ら
は
土
手
を
利
用
し
「
芝
宮
河
岸
」に
至

荒
川
・
新
河
岸
川
の
舟
運
で
栄
え
た
河
岸
へ
通
ず
る「
河か

岸し

道み

ち

」!

明
治
・
大
正
時
代
の“
商
品
の
道
〟で

の
ど
か
な
田
園
風
景
を
楽
し
む
!!
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市内循環バス
「野川公園入口」
停留所

▲鎌倉時代弘安年間に建立さ
れた「新倉氷川八幡神社」。

3

◀現存する新倉の「河岸道」。舟
運の衰退とともに役割を弱め、
水田の中を通る耕作道のひとつ
となった。いまは広大な畑に囲
まれ、和光市特産品のニンジン
や大根畑を眺めることができる

「芝宮河岸」は河川改修によっ
て早く消滅してしまった。一方、

「新倉河岸」は河川改修によって
河岸としての機能はなくなった
ものの、当時の家々はひとつの
集落を形成して、「荒川右岸流域
下水道」の建設がはじまるまで
生活を続けていたそうだ

2

明治43年（1910年）に刷られた新
河岸川を上下した早船の引札

（広告）。上新倉村の「新倉河岸」
には江戸時代末期から昭和20
年代まで舟が発着していた▼

る
道
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の「
芝
宮
通

り
」（
1
）が
そ
の
一
部
に
あ
た
り
ま
す
。

　
「
新
倉
河
岸
道
」は
い
ま
も「
河
岸
道
」

（
写
真
2
）と
い
う
名
称
で
現
存
し
ま
す
。

伝
承
に
よ
れ
ば
、「
天
神
坂
」を
下
り
た

と
こ
ろ
か
ら「
新
倉
河
岸
」ま
で
の
道
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
明
治
20
年

（
１
８
８
７
年
）執
筆
の「
武
蔵
国
新
座
郡

上
新
倉
村
地
誌
」に
は
、「
川
越
街
道
ヨ
リ

東
北
に
入
リ
荒
川
ニ
達
ス
延
長
三
拾
三
丁

弐
拾
五
間
」と
あ
り
、
当
時
は
河
岸
か
ら

「
川
越
街
道
」ま
で
通
じ
る
長
い
道
だ
っ
た

よ
う
で
す
。

　

残
念
な
こ
と
に
上
ノ
郷
か
ら「
川
越
街

道
」ま
で
の
経
路
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
こ
の
道
の
周
辺
に
は「
新
倉
氷
川
八
幡

神
社
」（
写
真
3
）や「
聖
イ
エ
ス
教
会
」、「
赤

池
親
水
公
園
」な
ど
見
ど
こ
ろ
ス
ポ
ッ
ト

が
充
実
し
て
い
ま
す
。
の
ど
か
な
田
園
風

景
が
広
が
る
明
治
・
大
正
時
代
の「
商
品

の
道
」を
歩
い
て
み
ま
せ
ん
か
!
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エンジョイ ライフわこう和光産野菜の木曜市 1月19日（木）10：00～13：00　市役所中央玄関付近
産業支援課農業振興担当　☎424-9115




